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小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービス 

重要事項説明書 

１．株式会社やさしい手の概要               （２０２４年６月現在） 

名称・法人種別 株式会社 やさしい手 

代表者役職・氏名 代表取締役 香取 幹 

本社所在地 

電話番号・ﾌｧｯｸｽ番

号 

東京都目黒区大橋２－２４－３ 

電話番号 03－5433－5513  ﾌｧｯｸｽ番号 03－5433－5527 

事業所数 

訪問介護事業所 １０５カ所 

通所介護事業所（デイサービスセンター） ２６カ所 

福祉用具貸与・福祉用具販売・住宅改修事業 １２カ所 

居宅介護支援事業所 ７７カ所 

地域包括支援センター（委託事業） ７カ所 

短期入所（ショートステイ） １カ所 

サービス付高齢者向け住宅運営事業 ５０カ所 

住宅型有料老人ホーム運営事業 ３カ所 

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所 ２２カ所 

訪問看護事業所 ４４カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 ２１カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 ２カ所 

療養型通所介護事業所 １カ所 

【 サービス利用のために 】 

事項 有無 備考 

職員への研修の実施 有 定期的に従業員研修を実施しています 

サービスマニュアル 有  

第三者評価の実施状況 無  

 

２．事業所の概要、営業日、営業時間および実施地域 

事 業 所 名  小多機かえりえ上小町 

所 在 地 埼玉県さいたま市大宮区上小町 1481-1 

電 話 番 号  050-1742-3501 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 050-3852-0418 

指定事業所番 号  1196500985 

営 業 日 ３６５日 
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通いサービス提供時間 基本時間 午前９：００-午後５：００まで 

宿泊サービス提供時間 基本時間 午後５：００-午前１０：００まで 

訪問サービス提供時間 ２４時間 

日 常 生 活 時 間 帯 午前８：００-午後６：００ 

通常の事業の実施地域 さいたま市 

 

３．登録定員および利用定員 

登 録 定 員 ２９ 名 

通いサービス利用定員 １８ 名 

宿泊サービス利用定員 ９ 名 

 

４．事業所の職員体制                      ２０２４年６月現在 

管 理 者 （氏名） 木村 拓博 

 

職種 職 務 内 容 人員数 

管 理 者 

1 事業所の従業者・業務の管理を一元的に行います。 

2 法令等において規定されている小規模多機能型居宅

介護・介護予防小規模多機能型居宅介護の実施に関

し、従業者に対し遵守すべき事項において指揮命令を

行います。 

 

常 勤 1名 

 

介護支援専門員 

1 適切なサービスが提供されるよう小規模多機能型居

宅介護計画・介護予防小規模多機能型居宅介護計画を

作成します。 

2 ご利用者、家族様との相談業務や連携する医療機関等

との連絡・調整を行います。 

常 勤 1名 

介 護 従 業 者 

1 小規模多機能型居宅介護計画・介護予防小規模多機能

型居宅介護計画に基づき介護サービスの提供を行い

ます。 

2 利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し

介護およびお世話、支援を行います。 

介護職員 15名 

看護職員 2名 

＜ 内 訳 ＞ 

常 勤 5名 

非常勤 10名 

  

５．事業の目的 

株式会社やさしい手が設置する、やさしい手かえりえ上小町小規模多機能型居宅介護

事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下、「事業所」という。）におい

て実施する小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サー

ビス（以下、「事業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管

理に関する事項を定め、事業所の管理者、介護支援専門員および従業者（以下、「従業
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者」という。）が、要介護状態の利用者に対して、適切な事業を提供することを目的と

します。 

 

６．サービスの内容 

（１）小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスは、

要介護者について、その居宅への訪問、サービス事業者施設への通い、宿泊のサービ

スを中心として提供し、慣れ親しんだ地域と家で身近な人に囲まれて暮らし続けるこ

とを目的とし支援します。また地域の医療機関と連携し、サービスを提供することに

よって、疾患の管理や認知症への対応、家族への支援など多様なニーズに応え、利用

者の有する能力に応じ、その居宅において豊かな在宅生活を継続することを実現しま

す。 

（２）小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスで

は、病院入院後または介護老人保健施設等入所後の在宅復帰に向けて、ご利用者・ご

利用者家族・入院または入所先・ケアマネジャーと連携して、退院または退所後に速

やかに自宅に戻って在宅療養を継続できるように準備を行い、迎え入れを致します。 

（３）サービス提供は「小規模多機能型居宅介護計画書｣「介護予防小規模多機能型居宅介

護計画書」に基づいて行います。なお、「小規模多機能型居宅介護計画書」「介護予防

小規模多機能型居宅介護計画書」は、ご利用者等の心身の状況や意向などの変化によ

り、必要に応じて変更します。 

（４）「小規模多機能型居宅介護計画書」「介護予防小規模多機能型居宅介護計画書」のサ

ービス内容、サービスの提供量、提供方法、通所日数、宿泊日数、訪問回数は、適切

なアセスメントを行い、やさしい手が必要だと判断したサービスを提供致します。事

業の提供に関する具体的な指示はやさしい手が行います。実際のサービス提供にあた

っては、ご利用者の心身の状況や意向に対応するように充分な配慮を行います。 

※法令上、登録定員は２９名、通い定員は１日１８名、宿泊定員は１日９名(宿泊サービ

スは実費)までと全体に対するサービス提供量の制限値が定められております。当事業

所の計画作成担当者が、ご利用者の希望やお身体のご状態にあわせ適切なサービスプ

ランを作成致します。なお、登録人数が１０人を超えた場合、登録いただいた全ての

ご利用者が、適切なサービスを受けられるようサービスプラン作成の中で利用者の状

態像に合わせて、弊社で判断し、利用回数のご相談をさせていただき多くの利用者に

サービス資源が行き渡るように調整を行う場合がございます。 

（５）サービスの提供に先だって、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資

格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被

保険者の住所など変更があった場合は、速やかにやさしい手にお知らせください。 
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【提供するサービスの内容】 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

介護計画の作成 

1 サービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活を継続するこ

とができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利

用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、通所

サービス、訪問サービス、および宿泊サービスを柔軟に組み合わせ、従

業者との協議の上、援助目標、当該目的を達成するための具体的なサー

ビス内容を記載した小規模多機能型居宅介護計画・介護予防小規模多機

能型居宅介護計画を作成します。 

2 利用者に応じて作成した小規模多機能型居宅介護計画・介護予防小規模

多機能型居宅介護計画について、利用者またはその家族に対して、その

内容について説明し同意を得ます。 

3 計画を作成した際には、当該指定小規模多機能型居宅介護計画・介護予

防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付します。 

4 作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供に努

め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて小規模多機能

型居宅介護計画・介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行いま

す。 

相談・援助等 
1 利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者・家族の相談に適切に応

じ、支援を行います。 

通
所
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に 

関
す
る
内
容 

介護 

サービス 

1  移動･移乗介助 

  介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助等を

行います。 

2 排せつの介助 

  介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導、おむつ交換等を行います。 

3 見守り等 

  利用者の安否確認等を行います。 

健康の 

チェック 
1 血圧測定・体温測定・利用者の健康状態を把握します。 

機能訓練 

1  日常生活動作を通じた訓練 

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作

を通じた訓練を行います。 

2  レクリエーションを通じた訓練 

   利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操な

どを通じた訓練を行います。 

入浴 

サービス 

1  入浴の提供および介助が必要な利用者に対して、入浴（全身浴・部分

浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 
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食事 

サービス 

1 食事の提供および食事の介助を行います。 

2 食事は食堂でとっていただくよう援助します。 

3 身体状況・嗜好・栄養バランスを検討して作成した献立表に基づいて提

供します。 

送迎 

サービス 

1 事業所が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎

を行う。但し、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難

な場合は、車いすまたは歩行介助により送迎を行います。 

短
期
利
用
居
宅
介
護
に
関
す
る
内
容 

短期利用 

サービス 

1 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であっ

て、当事業所の介護支援専門員が、当事業所の登録者に対する指定小規

模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障が

ないと認めた場合に、登録定員の範囲内で、空いている宿泊施設等を利

用し、短期間の指定小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型

居宅介護（以下「短期利用居宅介護」という。）を提供することができ

ます。  

2  短期利用居宅介護は当事業所の登録者数が登録定員未満の場合に提供す

ることができます。  

（算定式） 

当事業所の宿泊室の数×（当事業所の登録定員－当事業所の登録者の

数）÷当事業所の登録定員（少数点第１位以下四捨五入）  

3 短期利用居宅介護の利用は、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上

の世話を行う家族等が疾病等やむを得ない事情がある場合は 

１４日以内）の利用期間を定めるものとします。 

4 短期利用居宅介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援

専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の介護支援

専門員が小規模多機能型居宅介護計画・介護予防小規模多機能型居宅介

護計画を作成することとし、当該小規模多機能型居宅介護計画・介護予

防小規模多機能型居宅介護計画に従いサービスを提供します。  

訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
内
容 

介護 

サービス 

1  入浴、排泄、食事、清拭、体位変換等の身体の介護サービスを行いま

す。 

2 調理、住居の掃除、生活必需品の買い物等の生活援助のサービスを行い

ます。 

3 利用者の安否確認等を行います。 
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７．サービス提供について 

（１）サービス提供を行うやさしい手職員は、やさしい手が選出を行います。 

（２）サービス提供を行うやさしい手職員の指定は承っておりません。 

（３）医療的なサービスが必要なご利用者に対しては、在宅医療機関をご紹介させて頂く

場合があります。 

※在宅医療機関は、やさしい手の提携機関に限らず、ご利用者が選択することができ

ます。 

（４）ご利用者のニーズによって、訪問歯科医師、薬剤師、リハビリテーション専門職、

管理栄養士との連携をお願いすることがあります。 

※これらの機関は、やさしい手の提携機関に限らず、ご利用者が選択することができ

ます。 

 

８．サービス提供の記録等 

（１）小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを提

供した際には、あらかじめ定めた「小規模多機能型居宅介護サービス記録書」「介護予

防小規模多機能型居宅介護サービス記録書」に必要事項を記録し、ご利用者の確認を

受けることとします。確認を受けた後、その控えをご利用者に交付します。 

（２）やさしい手は、前記の「小規模多機能型居宅介護サービス記録書」「介護予防小規模

多機能型居宅介護サービス記録書」を契約終了後５年間は適正に保管し、ご利用者の

求めに応じて閲覧に供し、または実費負担※１枚１０円（税込）により、その写しを

交付します。 

 

９．サービス提供の責任者等 

 サービス提供の責任者（管理者）は次の通りです。なお、サービスについてご相談や不

満がある場合には、どんなことでもお寄せください。 

氏名：   木村 拓博   連絡先(電話)： ０５０－１７４２－３５０１  

 

１０．利用者負担金 

(１)利用料 

  介護保険からの介護給付および予防給付サービスを利用する場合の利用者負担金は、

原則として基本料金（別紙利用料金表）の１割、２割または３割です。この金額は、

介護保険の法定利用料に基づく金額です。ただし、介護保険の支給限度額の範囲を超

えたサービスや、介護保険の給付対象外のサービス利用は、全額自己負担となりま

す。 

また、要介護認定区分が自立と判定した方など、何らかの理由にて介護保険の給付を

受けない方については、要支援１の基本料金を全額自己負担していただきます。 

 (２) 支払方法 

前記の料金・費用はサービス利用月毎、および終了時に合計した金額を、選択した方法

にてお支払い頂きます。また、請求書・領収証についてはご利用月の翌月２０日頃に郵
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送にてお送り致します。ただし、領収証は、自動引き落としが完了したご利用月分の郵

送となります。 

ご利用者は下記の支払方法からいずれかひとつを選択し、当月１日から末日までの合計額

を、翌月末日までに、その選択した方法にてご利用者様負担金等の料金を支払います。な

お、原則、現金のお取り扱いは致しません。 

口座名義はいずれも「株式会社やさしい手」です。 

□①口座自動引き落とし 

やさしい手は翌月の２７日頃にご利用者の口座から自動引き落としをします。 

引き落としの手数料はやさしい手が負担します。 

※口座自動引き落としの手続きに関しては日数を要するため、手続き完了までの間は振

込をお願いするときがあります。なお、振込期日を過ぎて入金され、且つ口座自動引

き落としの手続きが完了した場合には、口座からも引き落としがされてしまいますの

で、ご注意ください。 

その場合には、後日、やさしい手から返金致します。 

 □②銀行振込 

  ご利用者は料金の合計額を翌月末までに下記口座に振込送金して支払います。 

  振込手数料はご利用者が負担します。 

  三菱ＵＦＪ銀行 振込第二支店 普通預金口座（口座番号 ４６７３３８１ ） 

 □③郵便振替 

  ご利用者は料金の合計額を翌月末までに下記口座に振込送金して支払います。 

  振込手数料はご利用者が負担します。 

  郵便貯金口座 （口座番号 １００-０-５５１４９０ ） 

  ※支払期日を超えて振込送金した場合には、次回の請求書に未払い金として記載される

ことがあります。 

（３）サービスの終了 

ご利用者が、決められた日を２か月経過しても利用者負担金の支払をせず、やさしい手

からの催促にもかかわらず、催促日から２週間経過しても、依然として、利用者負担金

の支払がなされない場合、やさしい手は契約を解除し、サービス提供を終了します。 

 

１１. キャンセルおよびサービスの中止 

（１）ご利用者がサービスの利用キャンセルおよびサービスの中止をする際には、速やかに

次の連絡先までご連絡下さい。 

  氏名：   木村 拓博   連絡先(電話)： ０５０－１７４２－３５０１  

（２）ご利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前日

の午後５：００までにご連絡下さい。サービス利用の前日の午後５：００以降および

サービス利用の当日のキャンセルは、食事サービス料金を申し受けることになります

のでご了承ください。なお、その時の金額は、ご利用者負担の支払い方法に合わせて

お支払頂きます。 

（３）健康上の理由による中止 
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①当日の健康チェックの結果で体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止す 

ることがあります。その場合、ご家族に連絡のうえ対応致します。 

②サービスをご利用中に体調が悪い場合、サービスを中止することがあります。そ 

の場合、ご家族に連絡のうえ対応致します。また、必要に応じて主治医に連絡を 

とるなど必要な措置を講じます。 

※１ヶ月の内で予定（計画）されていたサービス提供が全てキャンセルとなった場合に

は、「５．利用者負担金」の基本料金の１０％をいただく場合があります。ただし、ご

利用者の容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要で

す。 

※ご利用者またはご家族による度重なるサービスのキャンセルがある場合には、やさし

い手は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除する場合があります。ただ

し、ご利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は除きます。 

 

１２．緊急時の対応方法 

小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供中に、

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等

の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主

治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

協力医療機関 

医療法人福慈会 夢眠クリニック 

所在地  埼玉県さいたま市桜区町谷３-９-１１ 

電話番号  ０４８-８３７-８５００ 

ﾌｧｯｸｽ番号 ０４８-８３７-８５０１ 

受付時間    月曜日～日曜日 ９：００-１７：００ 

診療科目  内科 小児科 

 

１３．事故発生時の対応方法について 

ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族、主

治医または関係医療機関、区市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、事故の状況および事故に際して採った処置について事故報告書を作成し、その

内容を社長に報告した後、社内に公表し再発防止に努めます。事故報告書は契約終了後

５年間保管することとします。 

 

１４．賠償責任 

やさしい手は、本サービスの提供にともなって、やさしい手の責めに帰すべき事由に

よりご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、適正な賠償義務の履行を

誠実に行います。ただし、以下の場合は賠償の範囲に含まれないことがあります。 

①本サービス提供時(外出介助含む)に訪問介護員の身体能力では防ぎきれないご利用

者による失踪・徘徊、第三者への危害(人身障害と物損害を含む)、自傷、物損(所有

者に関わらず) 
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②ご利用者の体調の急変や医療機器の不具合などの不可抗力または不測の事態による

損害 

③やさしい手へのご利用者の本サービス中に注意すべき点等の事前の情報提供が不十

分で、予測不可能な損害 

 

１５．サービス内容に関する苦情 

（１）苦情があった場合は、ご利用者の状況を把握するために必要に応じ訪問を実施し、

状況の聞き取りや事情の確認を行ないます。把握した内容をもとに検討を行ない、今

後の対応を決定します。必要に応じて関係者への連絡調整を行ない、ご利用者に対し

て対応方法や結果の報告を行ないます。また、苦情の状況および苦情に際して採った

処置について報告書を作成し、その内容を社長に報告した後、社内に公表し再発防止

に努めます。報告書は契約終了後５年間保管することとします。 

（２）当社お客さま相談・苦情担当 

①事業所管理者 

電話 ０５０－１７４２－３５０１  

②本社相談・苦情窓口 やさしい手オペレーションセンター 

電話 ０５０－１７４３－７６６０  

（３）その他 

当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

区市町村名 担当 電話 

さいたま市 高齢介護課 ０４８-８２９-６１５２ 

埼玉県 高齢者福祉課 ０４８-８３０-３２４５ 

 

１６．高齢者虐待防止について 

ご利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、以下の取り組みを実施します。 

①虐待防止等のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を定期的に開催す

るとともに委員会での検討結果を従業員に周知徹底します。 

②虐待防止のための指針の整備を行います。 

③従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施し、その結

果について、従業員に周知徹底します。 

虐待の防止等責任者 

氏名: 木村 拓博   連絡先（電話）： ０５０‐１７４２-３５０１     

 

１７．身体拘束適正化について 

  ご利用者の身体拘束等の適正化のために、以下の取り組みを実施します。 

①ご利用者または他のご利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束を行いません。 

②やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 
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③身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底します。 

④身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

⑤従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施し、研修を通じて

従業員の人権意識、知識および技術の向上に努めます。 

 

１８．非常災害対策 

①事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り

組みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者） 氏名：（ 木村 拓博 ） 

②非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連携体制を

整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

③定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：毎年２回（５月・１０月） 

 

１９．業務継続計画の策定等 

（１）やさしい手は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対するサービスの

提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じます。 

（２）やさしい手は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修および訓練を定期的に実施します。 

（３）やさしい手は、定期的に業務継続計画に見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行います。 

 

２０．衛生管理等 

（１）やさしい手は、事業所の訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について必要な

管理を行います。 

（２）やさしい手は、事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）やさしい手は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

①感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図り

ます。 

②感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備します。 

③訪問介護員等に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練を

定期的に実施します。 

 

２１．成年後見制度の活用支援 
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  やさしい手は、ご利用者と適正な契約手続き等を行う為、必要に応じ、成年後見制度の

利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。 

 

２２．地域との連携について 

①運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携および協力を行う等地

域との交流に努めます。 

②小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供に

当たっては、ご利用者、ご利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域

の地域包括支援センターの職員、指定小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規

模多機能型居宅介護サービスについて知見を有する者等により構成される協議会（以下、

この項において「運営推進会議」と言います。）を設置し、おおむね２月に１回以上運

営推進会議を開催します。 

③運営推進会議に対し、通いサービスおよび宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告

し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等

を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公

表します。 

 

２３．情報公開について 

  事業所において実施する事業の内容について、厚生労働省が定める「指定地域密着型サ

ービスおよび指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」埼玉県知事が指

定した指定情報公表センターとし、当該報告の提出をします。 

 

２４．指定居宅サービスにおける個人情報の取り扱い基準の遵守について 

   〔平成１１.３.３１.厚令三十七に基づく〕 

（１）個人情報の収集は、介護関係ならびに関連事業のサービス提供前に、利用目的の範

囲を説明し、同意を頂いた上で収集致します。 

（２）個人情報の利用は、小規模多機能型居宅介護サービス契約書第８条２項にて、同意

を頂きました利用目的の達成に必要な範囲内において、適正に使用致します。 

（３）同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同

意・依頼の下で、個人情報の提供、預託を行なう場合においても、提供・預託先に適

正に管理するよう、監督を行って参ります。 

 

２５．その他 

（１）サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

①やさしい手職員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させて頂きます。  

また、施設内への持ち込みも原則禁止となっております。 

②やさしい手職員は、年金等の金銭の取り扱いは致しかねますのでご了承ください。 

③施設内への金銭や貴金属の持ち込みは、ご遠慮頂いております。万が一紛失した場合

の責任は負いかねます。 
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④施設内への鍵や眼鏡等の必需品の持ち込みは、原則として自己管理となります。自己

管理に不安のある方はご相談下さい。 

⑤やさしい手職員は、訪問サービス時に同居家族に対する訪問サービスの提供は致しか

ねますのでご了承ください。 

⑥ご利用者がやさしい手職員の交代を希望される場合には、できる限り対応しますが、

業務上の都合上、特定のやさしい手職員を指定することは出来かねますので、あらか

じめご承知おき下さい。 

⑦事業所内にて忘れ物を発見し、その所有者が判明したときは、やさしい手は当該所有

者に速やかに連絡を行うと共にその指示を求めます。なお、その指示により、忘れ物

を発送する場合の費用は所有者のご負担と致します。また、所有者の指示が無い場合

または所有者が判明しないときは、発見日を含め７日間保管し、その後最寄りの警察

署に届けます。なお、忘れ物が飲食物、新聞、雑誌の場合は、即日処分致します。 

⑧やさしい手は、事業所内において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とし

た言動や業務上必要かつ相当な範囲を超える行為により、訪問介護員等の労働環境が

害されることを防ぐための方針を明確化し、発生時の対応方法の策定や研修の実施等

を行います。 

⑨訪問介護員等に対し、身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為）、精神的暴

力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為）、セクシャ

ルハラスメント（意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がら

せ行為）と判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に

対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 
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２６．重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日      年    月    日 

小規模多機能型居宅介護サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスのご利用にあたり、

ご利用者に対して小規模多機能型居宅介護サービス契約書および本書面に基づいて重要な事項を

説明しました。 

事

業

者 

所 在 地 東京都目黒区大橋２-２４-３ 

法 人 名 株式会社 やさしい手 

代 表 者 名 代表取締役 香取 幹 

事 業 所 名 小多機かえりえ上小町 

説明者氏名 印 

 事業者から上記内容の説明を受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

ご利用者 

住 所  

氏 名 
 

印 

 

ご家族 

ご利用者との

関係・続柄 

 

住  所 
 

氏  名 印 

※上記欄に署名捺印された方は、同欄の署名を以て、小規模多機能型居宅介護サービスサービス

契約第８条第２項に基づいて株式会社やさしい手がご利用者のご家族の個人情報を使用するこ

とに同意したものとします。 

代理人 

ご利用者との

関係・続柄 

 

住  所 
 

氏  名 印 

※上記欄に署名捺印された方は、同欄の署名を以て、訪問介護サービス契約第８条第２項に基づいて株

式会社やさしい手がご利用者の代理人の個人情報を使用することに同意したものとします。 

 

2024 年 6月 1日作成 
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【別紙利用料金表】              地域区分別 1単位 10.83円（3級地） 

（１）同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

介護度 単位数 基本料金 
利用者負担金 

1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合 

要支援 1 3,450 37,363円 3,736円 7,472円 11,208円 

要支援 2 6,972 75,506円 7,550円 15,101円 22,651円 

要介護 1 10,458 113,260円 11,326円 22,652円 33,978円 

要介護 2 15,370 166,457円 16,645円 33,291円 49,937円 

要介護 3 22,359 242,147円 24,214円 48,429円 72,644円 

要介護 4 24,677 267,251円 26,725円 53,450円 80,175円 

要介護 5 27,209 294,673円 29,467円 58,934円 88,401円 

※１ヶ月ごとの包括費用です。 

（２）同一建物に居住する者に対して行う場合 

介護度 単位数 基本料金 
利用者負担金 

1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合 

要支援 1 3,109 33,670円 3,367円 6,734円 10,101円 

要支援 2 6,281 68,023円 6,802円 13,604円 20,406円 

要介護 1 9,423 102,051円 10,205円 20,410円 30,615円 

要介護 2 13,849 149,984円 14,998円 29,996円 44,995円 

要介護 3 20,144 218,159円 21,815円 43,631円 65,447円 

要介護 4 22,233 240,783円 24,078円 48,156円 72,234円 

要介護 5 24,516 265,508円 26,550円 53,101円 79,652円 

※１ヶ月ごとの包括費用です。 

 

≪短期利用居宅介護利用≫ 

介護度 単位数 基本料金 
利用者負担金 

1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合 

要支援 1 424 4,591円 459円 918円 1,377円 

要支援 2 531 5,750円 575円 1,150円 1,725円 

要介護 1 572 6,194円 619円 1,238円 1,858円 

要介護 2 640 6,931円 693円 1,386円 2,079円 

要介護 3 709 7,678円 767円 1,535円 2,303円 

要介護 4 777 8,414円 841円 1,682円 2,524円 

要介護 5 843 9,129円 912円 1,825円 2,738円 

※１日ごとの費用です。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額

を変更します。 
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※月途中から登録した場合、または月途中に登録を終了した場合には、登録した期間に応

じた日割り料金をお支払いいただきます。 

※登録日とは、利用者とやさしい手が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用

開始した日を言います。 

※登録終了日とは利用者とやさしい手の利用契約を終了した日を言います。 

 

(２)加算料金（適用される加算に関して□に✔が入っています） 

下記の項目について当該事業所の要件を満たす場合、上記基本料金に以下の金額が加算

されます。 

※未取得の加算につきましても将来的に加算要件を満たした場合は、事前連絡および 

 同意を頂いた上で新たに加算の算定を開始致します。 

 

 

加算 

同意欄 
加算の名称 基本利用料 

加算額 

1割負担額 2割負担額 3割負担額 

☑ 同意の場合は左記の通り記載 

□ ① 
初期加算    

(1 日につき) 
324 円 33円 65円 98円 

□ ② 
認知症加算 

【1月につき】 

Ⅰ 9,963円 

Ⅱ 9,638円 

Ⅲ 8,230円 

Ⅳ 4,981円 

Ⅰ 996円 

Ⅱ 963円 

Ⅲ 823円 

Ⅳ 498円 

Ⅰ 1,992円 

Ⅱ 1,927円 

Ⅲ 1,646円 

Ⅳ  996円 

Ⅰ 2,989円 

Ⅱ 2,891円 

Ⅲ 2,469円 

Ⅳ 1,494円 

□ ③ 

認知症行動・心理症状緊急

対応加算（1日につき200単位を

加算（7日間を限度）） 

2,166円 217円 434円 650円 

□ 
④ 

若年性認知症利用者受入加算 

(1月につき) 

要介護 8,664 円 要介護 867円 要介護 1,733 円 要介護 2,600 円 

□ 要支援 4,873 円 要支援 488円 要支援  975円 要支援 1,462 円 

□ 

⑤ 
看護職員配置加算 

(1 月につき) 

Ⅰ 9,747円 Ⅰ 975円 Ⅰ 1,950円 Ⅰ 2,925円 

□ Ⅱ 7,581円 Ⅱ 759円 Ⅱ 1,517円 Ⅱ 2,275円 

□ Ⅲ 5,198円 Ⅲ 520円 Ⅲ 1,040円 Ⅲ 1,560円 

□ ⑥ 
看取り連携体制加算 

(1 日につき) 
693 円 70円 139 円 208円 

☑ ⑦ 
訪問体制強化加算 

(1 月につき) 
10,830 円 1,083 円 2,166 円 3,249円 

☑ ⑧ 
総合マネジメント体制強化加算 

(1 月につき) 

Ⅰ 12,996円 

Ⅱ 8,664円 

Ⅰ 1,299円 

Ⅱ  866円 

Ⅰ 2,599円 

Ⅱ  1,732円 

Ⅰ 3,898円 

Ⅱ 2,599円 
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①初期加算：要介護者・要支援者ともに対象【１日につき３０単位】 

登録日から起算して３０日以内の期間を算定します。３０日を越える入院後に利用を再

開した場合も同様に算定します。            

②認知症加算：要介護者のみ対象 

(Ⅰ)【１月につき９２０単位】下記 1～5のいずれも該当する場合算定します。 

(Ⅱ)【１月につき８９０単位】下記 1～3を満たす場合算定します。 

1．認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者

が２０人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は１に、当該対象者の数が１９を超

えて１０または端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置 

2．認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施し

た場合 

3．当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指

導に係る会議を定期的に開催 

4．認知症介護指導者研修修了者を１人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等

を実施 

5．介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施

を予定                

(Ⅲ)【１月につき７６０単位】 

日常生活に支障のきたすおそれのある症状、または行動が認められることから介護を 

必要とする認知症のご利用者（日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Ｍ）に対してサービスを行っ

□ 
⑨ 

生活機能向上連携加算 

(1 月につき) 

Ⅰ 1,083円 Ⅰ 109円 Ⅰ 217円 Ⅰ 325円 

□ Ⅱ 2,166円 Ⅱ 217円 Ⅱ 434円 Ⅱ 650円 

□ ⑩ 

口腔-栄養スクリーニング加

算 

（1回につき20単位を加算（6月に

1回を限度）） 

216 円 22円 44円 65円 

☑ ⑪ 
科学的介護推進体制加算 

（1月につき 40単位を加算） 
433 円 44円 87円 130円 

□ 

⑫ 
サービス提供体制強化加算 

(1月につき) 

Ⅰイ 8,122 円 Ⅰイ 812円 Ⅰイ 1,624円 Ⅰイ 2,436円 

□ Ⅱ  6,931 円 Ⅱ  693円 Ⅱ  1,386円 Ⅱ  2,079円 

□ Ⅲ  3,790 円 Ⅲ 3,790円 Ⅲ   758円 Ⅲ  1,137 円 

☑ ⑬   
生産性向上推進体制加算 

【1 月につき】 

Ⅰ 1,083円 

Ⅱ  108円 

Ⅰ 108円 

Ⅱ  10円 

Ⅰ 216円 

Ⅱ  21円 

Ⅰ 329円 

Ⅱ  32円 

□ 

⑭ 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

【1 月につき】 

所定単位 

×149/1000 
左記額の 1割 左記額の 2割 左記額の 3割 

☑ 
介護職員等処遇改善加算Ⅱ   

【1 月につき】 

所定単位 

×146/1000 
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た場合算定します。 

(Ⅳ)【１月につき４６０単位】 

要介護 2であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のご利

用者（日常生活自立度Ⅱ）に対してサービスを行った場合算定します。 

③認知症行動・心理症状緊急対応加算 

 短期利用介護予防居宅介護について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められる 

ため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護を 

利用することが適当であると判断した者に対し、利用を開始した日から起算して７日を 

限度として、１日につき２００単位を算定します。 

④若年性認知症利用者受入加算：要介護者・要支援者ともに対象 

【要介護：１月につき８００単位 要支援：１月につき４５０単位】 

若年性認知症を患っている方を受け入れ、個別の要望に応じたサービス提供を行った場

合算定します。 

⑤看護職員配置加算：要介護者のみ対象 

看護職員の人員配置について以下の要件を満たす事業所によりサービス提供を行った場

合算定します。 

（Ⅰ）常勤かつ専従の看護師を１名以上配置している【１月につき９００単位】 

（Ⅱ）常勤かつ専従の准看護師を１名以上配置している【１月につき７００単位】 

（Ⅲ）常勤換算方法で１以上の看護職員を配置しており、定員超過利用または人員基準

欠如減算の適用を受けていない【１月につき４８０単位】 

⑥看取り連携体制加算：要介護者のみ対象【１日につき６４単位】 

医師により一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断された

利用者に対して、看取り期における対応方針に基づき、看護職員、介護職員等が利用者

の状態または家族の求め等に応じ介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサー

ビスについての説明を受け、同意した上でサービスを行った場合算定します。 

⑦訪問体制強化加算：要介護者のみ対象【１月につき１０００単位】 

区分支給限度基準額管理対象外 

次に掲げる基準のいずれにも該当する場合算定します。 

ア 訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置している事。 

イ 事業所における 1月あたり延べ訪問回数が２００回以上である事。 

⑧総合マネジメント体制強化加算：要介護者・要支援者ともに対象 

(Ⅰ)【１月につき１２００単位】区分支給限度基準額管理対象外 

次に掲げる基準のいずれにも該当する場合算定します。 

(Ⅱ)【１月につき８００単位】区分支給限度基準額管理対象外 

ア．個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏

まえ、介護職員（計画作成責任者）や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見

直しを行っている 

イ．利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交

流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している 
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ウ．地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできる

サービスの具体的な内容に関する情報提供を行っている 

エ．日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している 

オ．必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービ

スを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している 

カ．以下のうち、要件を事業所ごとの特性に応じて１つ以上実施 

・地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支

援を行っている 

・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の

場の拠点となっている 

・地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

・市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参

加している 

⑨生活機能向上連携加算：要介護者・要支援者ともに対象 

（Ⅰ）訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業所、リハビリテーシ

ョンを実施している病床数２００床未満の医療提供施設の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受け

た上で介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計

画・介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成している場合算定します。【１月

につき１００単位】 

（Ⅱ）訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業所、リハビリテーシ

ョンを実施している病床数２００床未満の医療提供施設の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、医師が利用者宅を訪問し身体状況等の評価（生活機能アセスメン

ト）を共同して行った上で介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多

機能型居宅介護計画・介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成している場合算

定します。【１月につき２００単位】 

⑩口腔・栄養スクリーニング加算：要介護者・要支援者ともに対象 

【６か月に１回を限度とし１回につき２０単位を加算】 

利用者に対し、利用開始時および利用中６か月ごとに口腔・栄養状態について確認を行

い、当該利用者の栄養状態に係る情報を、介護支援専門員に文書で共有した場合算定し

ます。 

⑪科学的介護推進体制加算 

 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の 

状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出した場合算定します。 

⑫サービス提供体制強化加算：要介護者・要支援者ともに対象 

区分支給限度基準額管理対象 

職員の研修や会議の開催、人員配置等について一定の要件を満たす事業所によりサービ

ス提供を行った場合算定します。 

(Ⅰ)以下のいずれかに該当すること。【１月につき７５０単位】 
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① 介護福祉士７０％以上配置 

② 勤続１０年以上介護福祉士２５％以上配置 

(Ⅱ)介護福祉士５０％以上配置【１月につき６４０単位】 

(Ⅲ) 以下のいずれかに該当すること。【１月につき３５０単位】 

① 介護福祉士４０％以上配置 

② 常勤職員６０％以上配置 

③ 勤続７年以上の者を３０％以上配置 

⑬生産性向上推進体制加算 

（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも該当している場合算定します。【１月につき１００単位】 

ア．以下の（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による 

成果（※1）が確認できる 

イ．見守り機器等のテクノロジー（※2）を複数導入している 

ウ．職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っている 

エ．1年以内ごとに 1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンライン

による提出）を行う 

（Ⅱ）次に掲げる基準のいずれにも該当している場合算定します。【１月につき１０単位】 

ア．利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイ

ドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている 

イ．見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している 

ウ．１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンライ

ンによる提出）を行う 

（※1） 

（Ⅰ）において提供を求めるデータ 

ア 利用者の QOL等の変化（WHO-5等）  

イ 総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化 

ウ 年次有給休暇の取得状況の変化 

エ 心理的負担等の変化(S-18等） 

オ 機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の変化（タイムスタ

ディ調査） 

 （Ⅱ）において求めるデータは、（Ⅰ）のうち、（ア）～（ウ） 

 （Ⅰ）における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保

（アが維持または向上）された上で、職員の業務負担の軽減（イが短縮、ウが維持

または向上）が確認されることをいう 

（※2）見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器 

ア 見守り機器 

イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT機器 
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ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資する ICT

機器（複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的

に支援するものに限る） 

・見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げ

る機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの

機器は全ての介護職員が使用する 

なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該

利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められる 

⑭介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

【1月につき所定単位数の１０００分の１４９に相当する単位数】 

区分支給限度額管理対象外 

介護職員の処遇改善の取組として、法令の要件を満たす場合、加算Ⅰの場合所定 

総単位数の１４．９％の単位が加算されます。 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 

【1月につき所定単位数の１０００分の１４６に相当する単位数】 

区分支給限度額管理対象外 

介護職員の処遇改善の取組として、法令の要件を満たす場合、加算Ⅱの場合所定 

総単位数の１４．６％の単位が加算されます。 

 

 

（3）減算料金（適用される減算に関して□に✔が入っています） 

□①同一建物居住者等への減算 

 介護報酬総単位×９０／１００ 

□②登録定員超過または、基準職員配置人数の不足の場合減算 

介護報酬総単位×７０／１００ 

□③サービスの平均利用回数が登録者 1人あたり平均週４回に満たない場合減算 

介護報酬総単位×７０／１００ 

□④業務継続計画未実施減算 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定および当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずることができていない場

合、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算します。 

□⑤高齢者虐待防止措置未実施減算 

虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合、所

定単位数の１００分の１を減算します。 

□⑥身体拘束廃止未実施減算 

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合、所定単位数

の１００分の１を減算します。 

※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額
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をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますの

で、｢領収証｣を添えてお住まいの区市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担

額を除く）申請を行ってください。 

 

 

 

 

(その他の利用料金) 

 以下の金額は全てご利用者の実費となります。※①～③は非課税 

① 食事の提供に要する費

用 

朝食   510円/食 

昼食   737円/食 おやつ代込み 

夕食   891円/食 

※刻み食・ミキサー食  

朝食 510円/食 昼食 737円/食 夕食 891円/食 

※ムース食 

朝食 510円/食 昼食 737円/食 夕食 891円/食 

※糖尿病食 

朝食 510円/食 昼食 737円/食 夕食 891円/食 

※腎臓病食 

朝食 510円/食 昼食 737円/食 夕食 891円/食 

※透析食 

朝食 510円/食 昼食 737円/食 夕食 891円/食 

特別食に関しては、食事メニューにより別途追加料金を頂戴致

します。 

② 宿泊に要する費用 3,600円/泊 

③ おむつ代 おむつ代 100円/枚 パッド 50円/枚 

④ その他 

日常生活において通常必要となるものに係る費用で利用者が負担す

ることが適当と認められるもの。 

・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの 

・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの 

・活動に伴う利用料金 
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